
高松市空き家等マッチング事業のフロー（案）

空き家所有者
高松市役所

（住宅政策課）

宅建協会

全日不動産

納税通知書等で事業を周知

申込書を住宅政策課に提出（窓

口持参、郵送、ＦＡＸ、インター

ネット）

申込内容をデータベース化

（随時更新）

両協会の事務局を通じて登録事

業者と物件データのみを共有

登録事業者は、気になる物件が

あれば、所属する協会を通じて

市に申込者情報の提供を依頼

市の関係課やコミュニティ協議会

等と情報共有

利用を希望する課等は、空き家

所有者に連絡

連絡が来た登録事業者等と条件

等について協議

無償貸与物件

条件等が整えば・・・

事業者等と契約

登録事業者から直接空き家所有

者に連絡

協会を通じて申込者情報を登録

事業者に提供

協会を通じて市に結果を報告

データベースを消込

１ 申し込み

２ マッチング

３ 契約

本事業を辞めたい

→市に電話等で連絡

申込内容に変更があった

→市に電話等で連絡

売却・賃貸物件


